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■用語解説■（50音順） 
 

用 語 意 味 

育児学級 ミニ講座を開くとともに、親同士の交流を図ることによって、育児の楽しさ
や育児不安の解消を目的としたもの。 
 

育児休業 乳児、幼児の養育のため、従業員が雇用関係を維持したまま一定期間休業す
ること。 
 

一時保育 0 歳から就学前の子どもを対象に、断続的就労・冠婚葬祭・育児疲れのリフ
レッシュ等様々な理由で、一時的に家庭で保育ができなくなったときに、昼
間、保育園で預かる制度。 
 

インターンシップ 学生による企業での実習。 
 

ＮＰＯ Non-Profit Organization（民間非営利組織）の略。ボランティア活動や社
会貢献活動を通じて、地域や社会の問題を解決しようとする団体。1998 年
に成立したＮＰＯ法は、法人格の付与等により、このような団体の活動を促
進することを目的としている。 
 

延長保育 通常の保育時間以上に行われる保育のこと。女性の職域拡大や就労形態の多
様化によって生じる保育ニーズに対応することを主な目的としている。西東
京市のすべての保育園で実施されている。 
 

園庭開放 地域の子どもと園児が一緒に遊べる場として保育園の園庭を開放すること． 
 

オンブズパーソン 本来の意味は「代理人」であるが、本計画では特に子どもからの相談やＳＯ
Ｓを受けて、子どもの権利を守るために活動する、子どもの代弁者・擁護者
を指す。 
 

かかりつけ医制度 かかりつけ医とは、普段の健康管理、病気の初期治療、大病院での検査や治
療を必要とするかどうかの判断、他医療機関の紹介など、個人の体の状態を
把握している身近な医師のこと。かかりつけ医制度とは、このようなかかり
つけ医を持つことを推進する制度のこと。 
 

かかりつけ歯科医

制度 

かかりつけ歯科医とは、治療のほか、予防や健康づくり等の相談にのる身近
な歯科医のこと。かかりつけ歯科医制度とは、このようなかかりつけ歯科医
を持つことを推進する制度のこと。 

学童クラブ 放課後帰宅しても、保護者が働いていたり、病気で面倒をみてもらえない小
学校低学年（1 年～4 年）までの児童を対象に、遊びを中心とした活動を通
して生活指導を行う施設。 
 

家庭教育 家庭で行われる意図的・無意図的な教育のこと。基本的生活習慣の形成やし
つけなどを指すこともある。 
 

環境教育 人間と環境との関わりについての学習のこと。 
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キッズページ 西東京市のホームページにある、子どものためのページ。市のことをわかり
やすく説明し、市のことをよく知ってもらうことを目的としている。掲載内
容には、市の紹介、市のあゆみ、市役所の仕事、イベント情報、児童館の紹
介、地図で学ぼう、なやみごと相談室、調べ学習リンク集などがある。 
 

キャッチ商法 駅周辺、商店街等でアンケート調査などと声をかけ、喫茶店や事業所に連れ
て行き契約をさせる商法のこと。キャッチセールスともいう。 
 

休日保育 日曜、祝日に家庭での育児が困難な時や、保護者が働いている場合に保育を
行う制度。 
 

（仮称）子どもの

総合支援センター 

 

 

子育ち・子育て 

子育てに関する相談・情報提供・サービス提供などを総合的に展開する子ど
も家庭支援センターと、発達支援を行うこどもの発達支援センターの機能を
併せ持つ施設で、西東京市のこども施策の拠点となる。 
 
「子育ち」とは、子ども自身が、自らの力で心身ともに成長することを指す。
一方、親による「子育て」がある。 
 

子育てひろば 子ども家庭支援センターや児童館等において、０～３歳の孤立しがちな子育
て家庭を中心に集いの場を提供しながら、子育て相談や子育てサークルの支
援などを行う。 
 

児童の権利条約 基本的人権が子どもにも保障されるべきことを国際的に定めた条約。1989
年 11 月 20 日に国連総会において採択され、2006 年 12 月現在で 193 の国と
地域が締結している。前文と本文 54 条からなり、生存、保護、発達、参加
という包括的権利を子どもに保障している。 

  

子ども110番 

ピーポくんの家 

子どもたちが地域で事件・事故に巻き込まれそうになったとき、子どもの避
難所として登録した家、店が保護する。西東京市の各小中学校ＰＴＡ・保護
者の会及び青少年育成会が中心となってすすめている。 
 

コミュニティバス 

 

 

里親制度 

 

地域の住民の利便向上等のため一定地域内を運行するバスのこと。西東京市
では、「はなバス」が、公共交通空白地域を中心に運行している。 
 
子どもを里親に委託して養育する制度のこと。里親とは、保護者のいない子
どもや、保護者に監護させることが不適当であると認められる子どもを養育
することを希望するものであって、都道府県知事が適当と認める者。東京都
では養育家庭制度という。 
 

児童委員 子育てや子どもに関する悩みごとや心配ごとなどの相談にのり、市役所や児
童の関係機関と協力して手助けしている。児童福祉法にもとづき委嘱されて
いる。 
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児童育成手当 

【都制度】 

○障害手当 
知的障害のあるまたは身体に障害のある 20 歳未満の者（身体障害者手帳１
～２級程度、愛の手帳１～３度程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症）を養育す
る人を対象とした補助制度。 
○育成手当 
ひとり親家庭等の状態にある児童（18 歳に達する年度の末日まで）を扶養
している人（父または母が重度の障害を有する場合も含む）を対象とした補
助制度。 
 

児童館 児童福祉法にもとづく児童厚生施設で、児童に健全な遊びを与えて、その健
康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的としている。児童の遊び
やスポーツ、工作、音楽などの健全育成活動のほか、母親クラブの育成、幼
児の親子活動の開催、放課後児童健全育成事業等の活動が行われている。 
 

児童手当【国制度】 小学校修了前の子どもを養育している人に対する手当。 
 

児童扶養手当 

【国制度】 

母子家庭などの状態にある児童（18 歳に達する年度の末日まで、ただし、
身体障害者手帳１～３級、愛の手帳１～３度程度の障害のある場合は 20 歳
未満）を養育している人を対象とした補助。 

  

就園奨励事業 私立幼稚園や幼稚園類似施設が保護者に対して入園料及び保育料を減免し
た場合に各園へ補助を行う国の補助事業に連動した事業。 
 

障害児保育 療育施設、通園施設、通園事業、保育所、幼稚園等における障害児を対象と
する保育の制度、施設、実践の総称のこと。 
 

ショートステイ事

業 

保護者が病気等で、子どもの面倒をみることができない場合、児童福祉施設
等で短期間（７日間程度）子どもを預かる制度。 
 

消費者教育 消費に関するトラブルの未然防止、安全で豊かな消費生活を送るための学習
のこと。 
 

スキップ教室（適

応指導教室） 

不登校やいろいろな理由で学校に行けないときに通うことができる教室。対
象は、小学校高学年から中学生。学習（復習が中心）、自主活動（スポーツ、
パソコン、ゲーム、創作など）を行う。 
 

スクールカウンセ

ラー 

いじめや不登校など、心の悩みに専門的立場から助言・援助を行うために各
学校に配置されたカウンセリングの専門家。主に配置された学校の児童生
徒、職員、保護者からの相談を担当する。 
 

青少年育成会 青少年の健全育成のために活動している団体。小学校区ごとにあり、総称を
「西東京市青少年育成会」という。各育成会の活動として、まつり、スポー
ツ大会、もちつき大会などの行事や通学路の安全点検、防犯パトロールなど
を行っている。 
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ソーシャルワーク 

 

 

総合型地域スポー

ツクラブ 

社会福祉の専門的援助技術のひとつ。カウンセリングのように悩みを聞くだ
けでなく、社会資源を用いて解決を図る技術． 
 
拠点となる施設を有し、地域住民により自主的に運営され、複数種目が実施
可能で、子どもから高齢者まであらゆる年齢層の会員で構成される組織のこ
と。 

  

地域子育て支援セ

ンター 

地域の子育て支援の拠点として、地域の子どもや子育て家庭に対する支援活
動を行う。基幹型保育園と連動したものとし、保育園スタッフが支援を実施
する。 
 

地域通貨 市民の手で作り出す通貨のこと。限られた地域の範囲でしか使うことができ
ない。多くの場合は、ＮＰＯ等の市民団体が、ボランティア活動や地域社会
への貢献を評価する道具として利用し、それらの活動を活性化させることを
目的に発行している。 
 

通級 普段は自分の学校で学習し、１週間に数回決められた時間に通って指導を受
けること。 
 

通所型保育 保護者の就労等に関わらず、保育園へ通い、他の保育園児と同様に行う保育
のこと。「入所型保育」に比べて、保育時間は短い。 
 

出前児童館 主に土曜日や長期休業日に、計画的に公民館や学校などに出向き、集団遊び
活動やものつくりなどを実施する活動のこと。 
 

特別児童扶養手当

【国制度】 

 

 

特別支援学校 

 

 

ニート 

精神または身体に障害のある 20 歳未満の者（身体障害者手帳１～３級程度、
その他の内部障害、愛の手帳１～３度程度及び知的障害等）を養育している
人を対象とした補助。 
 
従来の盲・ろう・養護学校のこと。平成 19 年 4 月の学校教育法の改正によ
り名称変更。 
 
Not in Employment,Education or Training の略。イギリスで名づけられた
言葉で、直訳すると「就業、就学、職業訓練のいずれもしていない人」。日
本ではこのほかに、就労意欲を喪失し、または奪われているという意味で用
いられることが多い。ニートは、フリーターとは違い就職活動をしないこと
から、ハローワークや公的機関経由の接触や実態把握も困難で、ここにニー
ト対策の難しさがある。 
 

日本語適応教室 日本語を話すことができない児童・生徒を対象として、年間を通じて通うこ
とができる教室。 
 

入所型保育 保護者が就労等のため、その子どもを保育することができない場合に、保育
園に入園して、保護者に代わって保育園が行う保育のこと。 
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認証保育所 東京都の認証保育所の設置基準を満たし、東京都や市の補助金の対象基準を
満たしている施設のこと。認証保育所の種類は、A型の駅前基本型（20 人～
120 人定員）と B型の小規模・家庭的保育所（6～29 人定員）の２種類ある。 
 

ノーマライゼー 

ション 

障害のある人の住居、教育、労働、余暇などの生活の条件をできるかぎり障
害のない人の生活条件と同じにする（＝ノーマルにする）こと。 

  

母親学級 

 

 

 

 

発達障害（児） 

はじめて出産を迎える妊娠５～８か月の妊婦を対象とした講習会。内容は、
妊娠中の経過と生活、歯の健康、マタニティエクササイズ、栄養のお話、出
産・育児について、沐浴実習、マタニティクッキング、食事診断によるアド
バイスなどがある。 
 
人の初期の発達過程が何らかの原因によって阻害され、認知、言語、社会性、
運動などの機能の獲得が障害された状態をいう。知的障害、広汎性発達障害
（自閉症）、高機能広汎性発達障害（アスペルガー症候群・高機能自閉症）、
注意欠陥多動性障害（ＡＤ/ＨＤ）、学習障害（ＬＤ）などがある。障害の程
度が軽く、一見普通と変わらない子どもたちを「軽度発達障害児」と呼ぶ． 
障害がわかりにくいので社会での認知度が低く、わがままや育て方（しつけ）
の問題とされてしまうことが少なくない。生活上の問題は決して軽度ではな
く、適切な対応・療育・教育が求められる。 
 

ビオトープ 生物が生存できるような環境条件を備えた、一定の空間を示す概念。事業で
は、野生生物の生息や生育環境を意味することも多い。 
 

ひきこもり 

 

 

 

 

ピッコロハウス 

さまざまな要因が重なって，社会参加の場面がせばまり、就労や就学など、
自宅以外での生活の場が長期にわたって失われる状態のことで、精神疾患に
伴うひきこもりとは別けて「社会的ひきこもり」と呼ばれる。厚生労働省ガ
イドラインでは、「自宅に引きこもって社会参加しない状態」とある。 
 
０～３歳の子どもを中心とした乳幼児と、その親を対象にした西東京市の交
流施設。遊具、絵本等が整備されており、その他授乳室、お昼寝室、乳幼児
対応型トイレがある。申し込みをすると、施設の一部を子育ての会議などに
利用することができる。 
 

ひとり親家庭医療

費助成事業 

【都制度】 

ひとり親家庭等の状態にある児童（18 歳に達する年度の末日まで、ただし、
定められた程度の障害がある場合は 20 歳未満）とその養育者が、医療保険
による診療を受けた場合、医療費の一部を助成する。 
 

ひとり親家庭休養

事業【都制度】 

ひとり親家庭の親と 20 歳未満の子を対象に、国民宿舎等の宿泊施設と遊園
地等の日帰り施設を休養ホームに指定し、利用料の一部を助成する事業。 
 

ひとり親家庭等児

童就学支度金支給

事業 

 

母子福祉資金貸付事業（都内に６か月以上居住していて、20 歳未満の人を
扶養している配偶者のいない女性を対象とした貸付制度。）の一環で、就学
支度資金の貸付を行っている。 
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病後児保育 病気回復期であるが、保育園や幼稚園に通園できない子どもや、保護者に用
事があるため看病する人がいない子どもを預かる事業。西東京市では、医療
機関へ実施運営を委託している。 
 

ファミリー・サポ

ート・センター 

地域での子育て支援を目的として、子どもを預けたい人（ファミリー会員）
と子どもを預りたい人（サポート会員）がお互いに会員になり、その会員間
で「子どもを預かる」という有償の相互援助活動を行う。 
 

父母教室 父母及びこれから父母になる人を対象とした教室のこと。 
 

プレイリーダー プレイパークに常駐し、子どもたちが自由に遊びをするための環境を実現
し、遊びの見守りや指導をする大人のこと。本計画では、プレイパークに限
定せず、子どもの遊びを見守り、支援をする大人のことをいう。 
 

放課後子どもプラ

ン 

「放課後児童健全育成事業」(厚生労働省)と、「放課後子ども教室推進事業」
（文部科学省）を一体化あるいは連携して、効率的・総合的に小学校の放課
後対策事業を進めようとする、国が創設したプランのこと。 
 

ホームヘルパー 居宅において育児、食事、掃除、洗濯などの家事・育児に関するサービスを
行う者。 
 

母子福祉資金貸付

事業【国制度】 

都内に６か月以上居住していて、20 歳未満の人を扶養している配偶者のい
ない女性を対象とした貸付制度。事業開始、修学、技能習得、就職支度、生
活、住宅、結婚資金等の貸付を行う。 
 

民生委員 社会福祉に関して困ったことや心配なことがある場合には相談にのり、市役
所や関係機関と協力して手助けする。民生委員法にもとづき、委嘱されてい
る。民生委員は、児童委員を兼務している。 
 

メディアリテラシ

ー 

メディア情報を適切に受け取ったり発信したりする能力のこと。 
 

養育家庭・里親 

制度 

保護者がいないか、保護者がいても子どもを養育できない等、さまざまな事
情から家庭で生活できない子どもを、養子縁組を目的とせず、一定期間（原
則として１か月以上）一般家庭に迎える制度。東京都では、養育家庭制度と
いう。 
 

両親学級 初妊婦及びその配偶者を対象とした、沐浴実習を中心とした講習会。半日の
平日コースや土曜コースがある。 
 

 


